
導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 青森県三沢市の総人口は、平成 12年の 42,495人がピークであった。その後、増加

傾向よりも減少傾向に転じ、令和２年国勢調査では、39,152 人になるなど、平成 12

年から見ると増減率が△2％以上と減少ペースが加速している。 

 また、国勢調査による年齢別人口比較をみると、生産年齢人口（15～64歳）では平

成 27年から令和 2年で比較しても 6.8％減となっている。 

 さらに、国立社会保障・人口問題研究所が行った地域別将来推計人口によると、平

成 45年の本市人口は 28,757人と推計されている。 

 本市の産業別の構成内訳（令和 2 年国勢調査時）は、第一次産業が 6.8％、第二次

産業が 23.3％、第三次産業が 68.0％で、就業者総数は 19,186人となっている。 

 民営事業所数は、平成 8 年では 2,258 事務所あったものが、直近の平成 28 年には

1,884事務所と大きく減少し、事業所の内訳は、製造業の事業所は 74事業所、建設業

の事務所は 186事業所、卸売・小売業の事務所は 400事業となっている。 

 製造業全事業所の分類別では、「食料品」が最も多く、次いで「電子部品・デバイ

ス・電子回路」「電気機械器具」が占めている。（出典：工業統計調査） 

 現在、当市の有効求人倍率は近年に無く高い水準にあるが、この背景には若者の市

外流出や人口減少、少子高齢化が止まらない状況があり、多くの企業が人手不足や事

業継承、機械設備の老朽化等の課題に直面している。 

 このままの状態が続けば、市内事業者の持続化が憂慮され、また産業基盤の低下か

ら、市内全体の活力が失われかねない状況である。 

 こうした中、市内の経済基盤を支えている中小事業者が生産性を抜本的に向上させ

ることで、人手不足や生産設備の能力等による受注機会の損失の改善や、ものづくり

やサービス業等については、用途や企画の多様化、顧客や消費者が求めるニーズの多

様化に迅速に対応するため、これらの課題に対処することが喫緊の課題となっている。 

 

（２）目標 

 中小企業等経営強化法第 49 条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、

中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、本市の経済成長と発展を図る。そこで、

本市においては、計画期間中に 9 件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とする。  

 

（３）労働生産性に関する目標 

このことから、本市では、中小企業等経営強化法第 49 条第１項の規定に基づく導入

促進基本計画を策定し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、先端設備等導

入計画が認定される事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関する基本方針に

定めるものをいう。）が年率 3％以上向上することを目標とする。 

 本計画に基づき、三沢市は、多数の企業が生産性の高い事業基盤の構築に取り組み、



経営環境を向上させることで、本市の経済成長と発展を図る。 

 

２ 先端設備等の種類 

三沢市は南北に土地が広がっており、その域内にある産業は、製造業や建築業、また、

農林水産業やサービス業と多岐に渡っており、この多様な業種が本市の経済・雇用を

支えているため、これらの産業で多様な設備投資を支援し、広く事業者の生産性向上

を実現する必要がある。 

 このため、本計画における対象設備は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１

項に定める先端設備等の全てとする。 

 ただし、市内に工場や事業所（常駐する雇用者）がなく、単に敷地に設置する太陽

光発電に関する設備については、本市の雇用の安定や地域経済の発展に直接つながら

ず、本計画の趣旨及び目標にそぐわないため対象としない。 

 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 本市は、青森県に南東部に位置し、東は太平洋に面し、西は小川原湖に臨んでいる。

東西約 11km、南北約 25km、面積約 120平方キロメートルの平坦地で、昭和 33年 9月

1日に市制施行した。 

域内産業は広域に渡って立地しており、これらの地域で、広く事業者の雇用の確保や

生産性向上を実現する観点から、本計画の対象区域は、市内全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

また、前述のとおり、域内産業の内訳は、製造業のほか、建築業や農林水産業、サー

ビス業と多岐に渡り、多様な業種が本市の経済、雇用を支えているため、これら全て

の産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要があることから、本計画において対

象とする業種は、全業種を対象とする。 

 さらに、経済のグローバリズムの進展や人口減少などによって企業間競争は加速し

ており、新製品の開発や技術革新、生産性向上への取組意識が高まっている。 

 このため、事業者には、ICT・IoTの導入による業務効率化や省エネの推進、品質・

価値の向上、生産設備の能力向上など、多種多様な取組によって、競争力を強化し、

経営基盤を強くすることが求められている。 

 従って、本計画においては、労働生産性が年率 3％以上向上することに資すると見

込まれる事業であれば、幅広く対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  国が同意した日から２年間（令和５年４月１日～令和７年３月３１日の２年間） 

 とする。 



 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 先端設備導入計画の計画期間は、事業者において 3年間、4年間、5年間のいず 

れかの期間を選択し、設定するものとする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に際し当たって配慮すべき事項 

 雇用の安定確保を前提に、生産性の向上を後押しする観点から、導入前よりも人員

が削減される先端設備等導入計画は、認定しない。 

 また、健全な地域経済の発展と納税の円滑化及び公平性に配慮し、申請者に公序良

俗に反する取組みや反社会的勢力との関係が認められる場合、又は、市税の滞納があ

る場合には、計画を認定しない。 

 さらに、公的な支援対象として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗

営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 121 号第 2 条によ

り定める営業内容等））については先端設備等導入計画の認定はしない。 


